
名古屋市告示第 281  号 

 

      告示の訂正について 

 

  令和 5 年名古屋市告示第 496 号、令和 6 年名古屋市告示第 186 号及び令和 6  

年名古屋市告示第 399 号の一部を次のように訂正します。 

 

令和 7 年 5 月23日 

 

                                  名古屋市長    広  沢  一  郎 

 

令和 5 年名古屋市告示第 496 号「道路の区域変更」の表中「八番町南北支線

第14号線」を「八番町南北支線第14号」に訂正する。 

 

 令和 6 年名古屋市告示第 186 号第 2 附図を別図のように訂正する。 

 

令和 6 年名古屋市告示第 399 号「 1  道路の区域変更」の表中「八番町南北

支線第14号線」を「八番町南北支線第14号」に訂正する。 

 

 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課 
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第 2附図

市道に認定し道路の区域を
決定し供用開始する部分

1～36

道路の供用を開始する部分

37

A～C

区域変更により道路の幅員
を改め供用開始する部分

別　　図


